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━給与構造の改革等について━ 

 

1 月 23 日 15 時から 17 時まで、中央公民館視聴覚室において、給与構造の改革にかかる

課題を中心に交渉を行った。その際、平成 18 年 12 月 8 日に当局が示した新たな給料表に

ついて、別紙１のとおり回答した。 

また、この交渉を受け、 終的な話し合いとして 1 月 25 日 18 時から 18 時 30 分まで、

本庁地下第 1 会議室にて交渉を行い、退職手当に係る提案内容について、別紙２のとおり

回答した。 

 

◎組合への回答内容 

給与構造の改革に係る給料表の改正について   別紙１

退職手当制度の改正について          別紙２

平成 18 年度第 12 号

通 算 第 4 4 3 号

平成 19 年 1 月 30 日

尼崎市役所総務局

職員部給与課 

＝尼崎市職員労働組合との交渉状況＝
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◎具体的な交渉内容 

１ 給与構造の改革について 

課題の要旨 

給与構造の改革については、これまでの交渉の経緯を踏まえ、行政職給料表について

別紙１のとおりの回答案を提示し、協議を行った。 

主な質疑の内容 

組合の主張 当局の回答 

阪神間他都市では、給与構造の課題につ

いても妥結が相次いでいる。今回の回答の

内容について、一定の評価はするが、な

お、他都市水準である－4.8％の引下げに

近づける努力はできないものか。 

 当初の考え方は、あくまでも国の対応号

給に準拠した改定を行った内容であった。

そのなかで、新たな案の考え方は、国の給

料表との対応関係を逸脱しない範囲内で、

大限工夫したものである。－4.8％とい

う結果だけを基準とした引下げを行った場

合、昇給カーブのフラット化が不十分とな

り、将来的にラスパイレス指数に多大な影

響を及ぼすこととなる。 

現給保障措置により、給与構造の改革に

より職員の現在の給料が下がることはない

のは理解したが、平成 19 年度以降、仮に

マイナスの人事院勧告がなされ、給与水準

を下げるとなった場合は、現給保障額が引

き下げられることとなるのか。 

 マイナス改定が実施された場合は、あく

までも新給料表を改定することとなるた

め、現給保障額を下げることにはならな

い。影響として考えられるのは、現給保障

の期間（事実上の昇給停止の期間）が長く

なることである。 

給与構造の改革のひとつである、昇格時

メリットの平準化の課題が残されている。

この課題について当局はどのように考えて

いるのか。 

 現在検討中である、組織構造の改革に係

る課題の中で、新たな組織上の役職におけ

る職務・職責の整理と併せ、議論をしてい

きたい。 

課題解決への方向性 

  組合側は、阪神間の他都市が概ね－4.8％程度の引下げに止めたのに対し、尼崎市に

おける平均引下率が－5.67％となることについては大いに不満が残るとしたものの、当

初の考え方より引下率が緩和された点及び 3 級から 6 級までの 高号給を継ぎ足したこ

とにより、事実上の昇給停止となる職員の割合が縮減されたことについて、一定評価す

るとの認識を示した。 
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２ 給与削減措置の継続について 

課題の要旨 

経営再建プログラム 終年度である平成 19 年度にかかる給与削減措置の実施につい

ても、給与削減率の設定が給与条例の規定事項であることから、大詰めの議論を行った。 

主な質疑の内容 

組合の主張 当局の回答 

結果として給与削減措置が 6 年も続くこ

とは異常な事態である。この 6 年の間に採

用された職員は、1 級在級の期間を除いて

給料を削減され続けており、疑問の声があ

がっている。 

給与削減措置に関する平成 20 年度以降

の見通しについて回答せよ。 

 新たな経営再建プログラムが策定されて

いない現段階では明言することは困難であ

るが、これまでの削減措置について組合側

の理解と協力があったことは十分に認識し

ている。このような組合の思いを心に刻

み、平成 20 年度以降の給与制度のあり方

について検討していきたい。 

 

３ 退職手当制度の改正について 

課題の要旨 

退職手当制度の改正については、前回交渉と同様、役職に応じた退職手当の調整額加

算の取扱いを中心に協議を行った。 

主な質疑の内容 

組合の主張 当局の回答 

前回の交渉で退職手当組合の動向を示し

たが、その他にも、阪神間他都市をはじ

め、県下の自治体の多くが組合員レベルに

対して在職 1 月あたり 25,000 円の加算で

妥結に至っている。均衡の原則からみて

も、阪神間の地域性として、3 級特号給の

期間も含め、25,000 円加算が妥当ではな

いか。 

3 特号給在職期間を 4 級相当とすること

は理屈がないと考えている。 

なお、4 級相当を 25,000 円加算とする要

求については、4 級以外の各級の調整額と

の均衡、他都市の妥結状況等を踏まえて実

施するところである。 

課題解決への方向性 

  1 月 23 日の交渉を受け、1 月 25 日に当局は別紙２のとおり回答した。 
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４ その他の課題について 

課題の要旨 

給与構造の改革・給与削減措置・退職手当制度の改正のほか、当局が示している提案

内容について、双方の認識を確認、協議した。 

主な質疑の内容 

組合の主張 当局の回答 

休息時間の廃止について 

休息時間の見直しの議論は、阪神人事協

議会から阪神淡路ブロックへの提案がない

限り、尼崎市職労として議論することはで

きない。 

 

 国や兵庫県で既に休息時間が廃止されて

いることもあるなかで、休息時間の課題は

早急に決着したい。 

病気休職制度の見直し 

病気休職制度の見直しの際に、併せて提

案された赤私療の廃止と復職調整その２の

廃止については、条例事項ではないことか

ら現時点で合意に至る必要はない。 

 

 残りの２つの課題についても、引き続き

賃金小委員会などの場で協議、検討し、今

年度中に決着したい。 

成績主義の導入について 

以前の交渉の中で、管理職に対する試行

を行う予定であるとのことであったが、具

体的にはどのような形で試行を実施するの

か。 

  

 現行案の段階であるが、課長級職員以上

を対象として、勤務手当の実績評価につい

て、平成 19 年 4 月～9 月を試行期間として

評価を行っていきたい。 

ただし、この評価結果を直ちに勤勉手当

や査定昇給等の処遇へ反映させる段階には

ないと考えている。 

 なお、評価制度の確立や運用にあたって

は、組合側の意見も聞くなかで、協議・検

討していきたい。 

以 上  

（給与課） 
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◎妥結事項・継続交渉事項 
 平成 18 年 9 月 29 日の交渉以来、年末一時金交渉も含め、9 回にわたる交渉の結果、平

成 19 年 1 月 26 日に以下の内容について妥結に至った。 

◎妥結事項 

１ 給与構造の改革に係る給料表の改正等ついて 

  平成 18 年 9 月 29 日提案内容及び平成 19 年 1 月 23 日の修正回答内容により妥結。 

２ 退職手当制度の改正について 

  平成 18 年 9 月 29 日提案内容、平成 18 年 12 月 21 日提案内容及び平成 19 年 1 月 25

日の修正回答内容により妥結。 

３ 給与削減措置について 

  平成 18 年 9 月 29 日提案内容により妥結。 

４ 病気休職制度等の見直し 

  平成 18 年 9 月 29 日提案内容のうち、「２－⑴ 病気休職の有給期間及び支給額の見

直し」について妥結。 

５ 宿泊料・日当及び食卓料の見直しについて 

  平成 18 年 9 月 29 日提案内容により妥結 

６ 扶養手当の引上げ 

当初提案どおり（第 3 子等以後の扶養家族に係る手当の月額を 5,000 円から 6,000 円

に引上げ）で妥結。 

 

◎平成 19 年 4 月 1 日実施に向けた継続交渉事項 

１ 病気休職制度等の見直し 

  平成 18 年 9 月 29 日提案内容のうち、「２－⑵ 赤私療の廃止」及び「２－⑶ 復職

調整その２の廃止」 

２ 新たな退職管理制度の実施について 

３ 休息時間の廃止について 

４ 平成 19 年度向け合理化提案項目について 

５ 定年・希望退職する職員に対するライフプラン研修制度の廃止について 

６ 下肢障害者の通勤にかかる地域手当の加給の廃止について 

７ 職員団体の活動に係る職免基準の見直しについて 

８ 専従休職者の復職時の給与調整の見直しについて 
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別紙１

給与構造の改革に係る給料表の改正について（メモ） 

H19.1.23 

 

 平成 18 年 12 月 8 日に提示した尼崎市職員の行政職給料表を別紙のとおり修正する。 

 

 修正点 

１ 号給の継足し 

  国家公務員の対応に準じ、次のとおり増号する。 

級 修正前の 高号給 修正後の 高号給 継ぎ足した号給数 

3 級 133 号 145 号 12 号

4 級 149 号 161 号 12 号

5 級 105 号 117 号 12 号

（参考）6 級 97 号 109 号 12 号

２ 改定率の緩和 

  継足し後の 高号給の改定率を国家公務員行政職俸給表⑴に対応する級の 高の改定

率（3 級については－5.62％ 4･5 級については－7％）とする。 

その結果、3級～5 級の平均改定率を次のとおり緩和する。 

 ア 当初提案時・・・－5.80％（組合員平均－5.66％） 

 イ 修正後・・・・・－5.67％（組合員平均－5.53％） 

以 上  

（給与課） 
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§影響等について 
 

１ 行政職給料表の平均引下率 

 

 1-2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 1-5 級 6-8 級 

修正前 ▲3.23 ▲6.27 ▲6.49 ▲6.60 ▲5.66 ▲6.66 

修正後 
0.00 

▲3.09 ▲6.15 ▲6.37 ▲6.51
▲6.80 ▲6.84

▲5.53 ▲6.61 

 

２ 事実上の昇給停止者の停止年齢 

 

◎事実上の昇給停止者の割合              （切替後の 高号給の単位は 100 円） 

切替後の

高号給

事実上の 

昇給停止 

昇給停止 

者の割合 
年少

切替後の

高号給

事実上の 

昇給停止 

昇給停止 

者の割合 
年少

職務 

修正前 修正後 

事務員 2,434 － 
0/34

(0.0%)
－ 2,434 － 

0/34 

(0.0%) 
－ 

書記 3,073 － 
1/77

(1.3%)
－ 3,073 － 

1/77 

(1.3%) 
－ 

主事 3,596 3-25 以上 
74/530

(14.0％)
44 3,658 3-28 以上

74/530 

(14.0％) 
44 

主任/係長 4,242 4-29 以上 
654/1526

(36.1％)
51 4,337 4-32 以上

385/1526 

(25.2％) 
53 

課長補佐 4,440 5-18 以上 
159/257

(61.9％)
50 4,541 5-21 以上

100/257 

(38.9％) 
53 

課長 4,835 6-17 以上 
88/193

(45.6％)
52 4,950 6-19 以上

52/193 

(26.9％) 
53 

部長 5,182 7-15 以上 
35/61

(57.4％)
54 5,182 7-15 以上

35/61 

(57.4％) 
54 

局長 5,588 8-12 以上 
16/16

(100％)
54 5,588 8-12 以上

16/16 

(100％) 
54 

 1027/2694(38.1%) 663/2694(24.6%) 

※１～５級の事実上の昇給停止者割合・・・560/2424(23.1%) 

※６～８級の事実上の昇給停止者割合・・・103/270 (38.1%) 
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別紙２

退職手当制度の改正について（メモ） 

                                   H19.1.25  

 

   平成 18 年 9 月 29 日付け「退職手当制度の改正について（メモ）」を次のとおり 

修正する。 

   ２－⑴ 退職手当の調整額のうち、4 級の調整額を 25,000 円とする。 

                                    以 上  

                                   （給与課）  

 

 

≪参考≫

退職手当の調整額の修正内容

変更前 変更後

60月分 調整額 60月分 調整額

25,000円

16,700円

50,000円

45,850円

41,700円

33,350円

300万円

275万円

250万円

200万円

150万円

100万円

係長・主任 125万円 20,850円

主事 100万円 16,700円

課長 250万円 41,700円

補佐 200万円 33,350円

50,000円300万円局長

部長 275万円 45,850円

 


